
レ ン タ カ ー の 公 務 使 用 取 扱 要 綱 の 制 定 に つ い て  

昭 和 62年 ７ 月 28日 例 規 （ 装 ） 第 18号  

 

警 察 本 部 長  

  

〔 沿 革 〕  平 成 24年 ２ 月 例 規 （ 装 ） 第 ８ 号     

各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長  

犯 罪 の 多 発 化 、広 域 化 及 び ス ピ ー ド 化 に 迅 速 、的 確 に 対 応 す る た め に は 、機 動 力 で あ る 車 両 の 確 保 が

不 可 欠 で あ る 。  

こ の た め 重 要 事 件 の 同 時 多 発 等 に 備 え 、レ ン タ カ ー の 借 上 げ 制 度 を 導 入 し 機 動 力 の 充 実 を 図 る こ と と

し 、レ ン タ カ ー の 使 用 に 関 し 、別 添 の と お り「 レ ン タ カ ー の 公 務 使 用 取 扱 要 綱 」を 制 定 し 、昭 和 62年 ８

月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た の で 、 運 用 上 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。  

別 添  

レ ン タ カ ー の 公 務 使 用 取 扱 要 綱  

１  目 的  

こ の 要 綱 は 、自 家 用 車 両 の 有 償 貸 渡 し を 業 と す る 者 か ら 借 上 げ る 車 両（ 以 下「 レ ン タ カ ー 」と い う 。）

の 公 務 使 用 の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め 、犯 罪 捜 査 の 強 化 及 び 円 滑 化 を 図 り 、警 察 運 営 の 効 率 的

な 推 進 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

２  借 上 げ の 基 準  

レ ン タ カ ー の 借 上 げ は 、犯 罪 捜 査 に 関 す る 規 程（ 昭 和 40年 本 部 訓 令 第 10号 ）第 48条 に 定 め る 捜 査 本

部 が 開 設 さ れ る 事 件 、若 し く は こ れ に 準 ず る 事 件 又 は そ の 他 特 段 の 事 由 に よ り 必 要 と 認 め ら れ る 事 案

に つ い て 使 用 す る 場 合 に 限 る も の と す る 。  

３  借 上 げ の 申 請 及 び 承 認  

(１ ) 借 上 げ の 申 請  

ア  所 属 長 は 、前 記 ２ に 該 当 す る 事 案 が 発 生 し た 場 合 で 、レ ン タ カ ー を 使 用 す る 必 要 が あ る と 認 め

た と き は 、県 本 部 装 備 課 長（ 以 下「 装 備 課 長 」と い う 。）に 対 し レ ン タ カ ー 借 上 申 請 書（ 様 式 第

１ 。 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 ） に よ り 申 請 す る も の と す る 。  

イ  レ ン タ カ ー の 借 上 げ は 、 原 則 と し て １ か 月 と す る 。  

ウ  申 請 書 は 、１ 事 案 に つ き １ 枚 と す る 。た だ し 、次 の 場 合 は そ の 都 度 申 請 書 を 提 出 す る も の と す

る 。  

(ア ) や む を 得 な い 事 由 に よ り 借 上 期 間 を 延 長 し て 使 用 す る 場 合  

(イ ) 借 上 車 両 を 増 車 す る 場 合  

(ウ ) そ の 他 レ ン タ カ ー の 借 上 げ に 関 し て 変 更 が 必 要 な 場 合  

(２ ) 借 上 げ の 承 認  

装 備 課 長 は 、申 請 書 に 基 づ き 前 記 ２ の 借 上 げ 基 準 に よ り 審 査 し 、予 算 の 範 囲 内 で レ ン タ カ ー の 借

上 げ を 承 認 す る も の と す る 。  

４  レ ン タ カ ー の 受 渡 し 等  

(１ ) レ ン タ カ ー の 受 取 手 続  

ア  装 備 課 長 は 、レ ン タ カ ー の 借 上 げ を 承 認 し た 場 合 は 、別 に 定 め る 契 約 業 者 に 対 し て レ ン タ カ ー

の 借 上 げ を 予 約 し 、 当 該 所 属 長 に 対 し 受 取 方 法 そ の 他 必 要 事 項 を 通 知 す る こ と 。  

イ  所 属 長 は 、 前 ア の 通 知 に 基 づ き 契 約 業 者 か ら レ ン タ カ ー を 受 け 取 る も の と す る 。  

(２ ) レ ン タ カ ー の 返 還  

ア  所 属 長 は 、レ ン タ カ ー 使 用 の 必 要 が な く な つ た 場 合 は 、直 ち に レ ン タ カ ー を 契 約 業 者 に 返 還 す

る も の と す る 。  

イ  所 属 長 は 、レ ン タ カ ー の 返 還 に 当 た つ て 契 約 業 者 が 発 行 す る レ ン タ カ ー の 返 還 を 証 す る 伝 票 を

受 領 す る も の と す る 。  

(３ ) レ ン タ カ ー の 交 換  

所 属 長 は 、借 上 げ 中 の レ ン タ カ ー に つ い て 故 障 等 に よ り 交 換 の 必 要 が 生 じ た 場 合 は 、装 備 課 長 に

通 報 し 車 両 の 返 還 及 び 再 借 上 げ の 手 続 を と る も の と す る 。  

５  レ ン タ カ ー の 運 用  



(１ ) 運 転 者 の 条 件  

レ ン タ カ ー の 運 転 者 は 、千 葉 県 警 察 の 自 動 車 運 転 技 能 認 定 に 関 す る 訓 令（ 平 成 ８ 年 本 部 訓 令 第 15

号 ） に 規 定 す る ２ 級 以 上 の 四 輪 車 運 転 技 能 認 定 を 受 け て い る 者 と す る 。  

(２ ) 安 全 運 転  

所 属 長 は 、 レ ン タ カ ー の 運 転 に 関 し て 、 関 係 法 令 を 遵 守 さ せ 交 通 事 故 の 防 止 に 努 め さ せ る こ と 。 

(３ ) 保 管 、 給 油 手 続 及 び 事 故 発 生 時 の 報 告  

所 属 長 は 、レ ン タ カ ー を 公 用 車 両 に 準 じ て 保 管 し 、そ の 給 油 手 続 及 び 事 故 発 生 時 の 報 告 に つ い て

は 、公 用 車 両 と 同 様 に 取 扱 う も の と す る 。た だ し 、給 油 伝 票 に つ い て は 、こ れ に よ ら ず 、別 冊 と す

る 。  

６  使 用 実 績 の 報 告  

(１ ) 所 属 長 は 、レ ン タ カ ー を 使 用 し た 場 合 は 、レ ン タ カ ー 運 転 日 誌（ 様 式 第 ２ ）及 び レ ン タ カ ー 使

用 実 績 報 告 書 （ 様 式 第 ３ ） を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。  

(２ ) 所 属 長 は 、作 成 し た レ ン タ カ ー 運 転 日 誌 及 び レ ン タ カ ー 使 用 実 績 報 告 書 に 、レ ン タ カ ー の 返 還

を 証 す る 伝 票 を 添 付 し て 、 翌 月 ５ 日 ま で に 装 備 課 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

以 下 様 式 等 省 略  


